
動物愛護管理法施行後における
マイクロチップの装着・登録等について

令和４年５月１９日

公益社団法人 日本獣医師会



令和４年６月以降のマイクロチップ登録イメージ（※当初の構想）

ＡＩＰＯが普及
推進する
任意登録

（日本獣医師会が
民間団体として実施）

環境省による
法定登録
【移行】

（日本獣医師会が

指定登録機関として
環境大臣の事務を実
施）

令和４年５月31日
まで

令和４年６月１日
から

登録料
1,050円
※初回登録時
のみ

登録料
1,050円以内
※登録時、変更時に要
する事務経費等を勘案
して決定

・獣医師による情報検索
・動物病院等における付加価値サービス
への活用

・狂犬病予防法における犬の登録料を
マイクロチップの登録料と併せて収納し、
犬の登録原簿を一元的に管理して
ワンストップ化

・獣医師会、ペットショップ等による登録
代行

・飼育者にとって、法定登録の目的である
万一の逸走時や災害時における「安心
サービス」のほか、飼育者が希望する
拡張性が高い「付加価値サービス」基
盤として将来的に活用することを検討

国内のマイクロチップ登録を一元化し、犬の登録については狂犬病予防法に基づく犬の登録と連携
して一元管理することにより、自治体事務の効率化と飼育者の登録のワンストップ化を実現。

令和４年５月31日以前に民間のマイクロチップ登録機関に登録されている情報は、各機関が一括して法定登録データベースに情報を移管し、情報を整理
しつつ運用精度を向上させる。
登録率向上に向け、飼育者の利便性を高める付加価値サービス提供基盤として整備し、官民一体となって制度の効果的な運用を図る。
参考：自由民主党どうぶつ愛護議員連盟マイクロチップ・プロジェクトチームにおける「マイクロチップ装着・情報登録制度の骨子について」においては

「任意で登録情報を追加するサービスの提供についても検討。（任意情報：狂犬病予防接種その他のワクチン接種状況、ペット保険情報等。）」と
されている。

2

犬については、市町村と連携して登録料の収納
を含む登録事務と原簿管理を一元的に管理し、
ワンストップサービスを実現。



令和４年６月以降のマイクロチップ登録イメージ （※現状）

ＡＩＰＯが普及
推進する
任意登録

（日本獣医師会が
民間団体として実施）

環境省による
法定登録

（指定登録機関が環境大臣
の事務として実施）

ＡＩＰＯが普及
推進する
任意登録

（日本獣医師会が
民間団体として実施）

【継続】

令和４年５月31日
まで

令和４年６月１日
から

登録料
1,050円
※初回登録時
のみ

登録料
1,050円
※初回登録時
のみ

登録料
300円
※登録・変更
の都度徴収。
ただし、紙申請
の場合は１回
1,000円

・逸走時や災害時の獣医師による情報
検索は不可

・動物病院等における付加価値サービス
への活用は不可

・いわゆるワンストップサービスとして
参加自治体にのみ登録情報の変更数
だけをメール送信

・所有者からの依頼により申請を代行
することは不可

・逸走時や災害時の獣医師による情報
検索が可能

・動物病院等における付加価値サービス
への活用は可能

・獣医師会、ペットショップ等による登録
代行は可能

・上記のほか、飼育者が希望する
拡張性が高い「付加価値サービス」基
盤として活用可能

＋

従来の民間団体としての任意登録と、新たに義務化される法定登録を別に運用。

【新規】

令和４年５月31日以前に民間のマイクロチップ登録機

関に登録されている情報を登録機関から法定登録に移
管することは不可。

飼育者自らが新たに専用サイトに情報を入力すること
で、無料で法定登録データベースにも情報を登録する
ことが可能。

3

犬について、登録料の収納を含む登録事務と
原簿管理については対応未定であり、ワンス
トップサービスには程遠い。



データベースの一本化イメージ （※運用改善案）

ＡＩＰＯが普及
推進する
任意登録

（日本獣医師会が
民間団体として実施）

法定登録情報
（指定登録機関が環境大臣
の事務として実施）

ＡＩＰＯ登録情報
（任意）

（日本獣医師会が
民間団体として実施）

【既存登録及び犬猫以外の
動物を含む動物と飼育者の
情報（ワクチン接種履歴、避
妊去勢等、法定項目以外の
データを含む）】

令和４年５月31日まで

【データベースの一体的管理】

登録料
1,050円
※初回登録時
のみ

登録料
1050円以内
※登録・変更の都
度。実費を勘案し
て決定。

登録料
300円
※登録・変更の都
度。紙申請の場合
は1,000円

・逸走時や災害時の獣医師による情報
検索が可能

・動物病院等における付加価値サービス
への活用が可能

・獣医師、ペットショップ等による登録代
行が可能

国が運用するデータベースに既存登録団体の持つデータを格納して一体的に管理することに
より、法定登録と民間登録の二重管理の無駄を省き、利便性を高める。

【犬猫と飼育者の情報】

既存の民間マイクロチップ登録機関に登録されている
情報を含む国内のマイクロチップ登録情報を一体的
に格納する総合プラットフォームを国（指定登録機関）
が整備し、民間登録機関と協働して制度の普及及び
法目的である人と動物の共生社会の実現を推進。
飼育者の利便性を高め、登録率を向上。
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［次期法改正に向けた課題］

販売用の犬猫以外のすべての犬猫に装着・
登録を義務化することにより、狂犬病予防法と
の一体的運用が可能に。

・国による国内の飼育犬猫データベー
スとして管理運用。市町村等が狂犬病
予防法に基づく登録原簿の代替として
活用。

国（指定登録機関）が
運用する共通データベース

逸走時や災害時における
情報検索の一元化

獣医師による情報の検索を可能に

令和４年６月以降早期に対応
※法定登録情報とAIPO登録情報は相互に流用せず別に管理することから、
個人情報保護法上の疑義は生じない。



令和４年６月以降のＡＩＰＯデータベースによる登録の取扱い

共通
データベース

個別WEB
システム

AIPO
データベース

どうぶつ
安心サービス
（仮）

新規・変更登録料：300円（オンライン）、1,000円（紙）

新規・変更登録料：1,050円（オンライン）

・獣医師が検索可能で、逸走動物の保護時や災害時に獣医師、
獣医師会による対応が可能な飼育者に安心を提供するデータ
ベースとして存続。

・付加価値サービスとして①健康診断サービス、②ワクチン接種
情報（証明書表示機能）、③避妊去勢情報（証明書表示機能）、
④かかりつけ病院情報、⑤病歴、薬歴等情報書き込み機能、等
を提供。

・登録代行（代行委託費を獣医師会や事業者に支払）は従来
どおり。

・動物種は飼育動物全般に対応。

・法定登録データベースとして運用。
（獣医師による検索、関連付加価値サービス提供は行わない。）

〔AIPOデータベースによる登録の発展的継続〕

〔法定登録による犬と猫のマイクロチップ登録〕

AIPOデータベースによる登録は、獣医療サービスの向上（割引サービスを含む。）を主体とした
飼育者の希望に応じた付加価値提供データベースとして、今後も利便性を高めつつサービス提供を
行う。



マイクロチップ装着・登録に関する令和４年６月１日以降の動物病院での対応例

① マイクロチップが装着されていない犬猫

② マイクロチップが装着されている犬猫

動物愛護管理法が改正され、マイクロチップの装着が努力義務となったことを説明。
法定登録と任意登録（ＡＩＰＯ）の違いを説明し、両方への登録をお勧め。

法定登録と任意登録（ＡＩＰＯ）のいずれの登録か確認し、装着のみで全くの未登録
であれば①の対応。ＡＩＰＯへの登録があれば情報検索を行い、現在の情報と変わ
りないか確認。法定登録のみであれば、法定登録と任意登録（ＡＩＰＯ）の違いを説
明し、ＡＩＰＯにも登録いただくことをお勧め。

初めて来院した動物等、マイクロチップの装着・登録状況が未確認の場合には
マイクロチップリーダーによる読み取り確認を行い、以下の対応を行うことでＡＩＰＯへの
登録を促進

○ 法定登録・任意登録のいずれも獣医師による代行が可能。
（法定登録はオンライン300円、紙1,000円、ＡＩＰＯはオンライン・紙ともに1,050円）

○ 地方獣医師会、動物取扱業者等によるＡＩＰＯの登録代行の仕組は引き続き継続。



AIPO
データベース

どうぶつ
安心サービス
（仮）

任意の民間登録

【所有者：日本獣医師会】

日本獣医師会が行う従来の任意登録（ＡＩＰＯ）の発展的継続（付加価値サービス）

新たな付加価値サービス例 飼い主・動物病院におけるメリット
ワクチン接種情報 狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射の接種履歴を登録し、将来的に

注射済票の代替として活用。ワクチン履歴をスマートフォンの画面で
表示することで、ドッグランやペットホテルでの利便性を向上。ワク
チン接種施設を登録することにより、かかりつけ動物病院とのつなが
りを強化。

避妊去勢情報 法定登録で登録されない避妊去勢情報について、従来からの対応を継
続して記録し、アプリ画面で表示することで飼育者の利便性を向上。

健診割引クーポン 初回登録者に限り、割引クーポン（1,000円相当）を配布。獣医師会会
員動物病院のうち、参加施設をあらかじめ登録しておきＨＰ等で表示。
運用は各施設に一任。実質的に地域の会員動物病院への来院誘導策と
して機能させる。新規来院を促進し、かかりつけ動物病院とのつなが
りを強化。

かかりつけ動物病院情報 かかりつけ動物病院を記録しておくことにより動物病院とのつなが
り・地域包括ケアサービスの強化、災害時等における地域での支援円
滑化に寄与

病歴・薬歴・生活歴情報 飼育者自らが記録できる仕組を作ることにより、ペットの健康への関
心を高めるとともに、受診の際の情報の手がかりを記録

ＡＩＰＯへの登録を促進するため、新たな付加価値サービ
スを検討。専用アプリによりスマートフォン等で簡便に管
理・表示を可能に。令和４年６月以降順次リリース。
（新規・変更登録料：1,050円）



（２）犬の登録（登録料：約3,000円）、鑑札の交付（交付料は登録料に含まれる）

（２）装着証明書の交付（交付料は任意）

（３）予防注射済票の交付（交付料：約550円）

動物愛護管理法に基づく犬猫のマイクロチップ装着に係る獣医師の対応（令和4年6月1日以降の案）

（１）予防注射の接種（技術料は獣医師が設定）

（２）、（３）は基礎自治体と地方獣医師会との間での事務委託契約の中で実施しており、獣医師の行う診
療行為である予防注射と一体をなすものとして注射の際に集合注射会場や動物診療施設等で獣医師が対応し
ている。
費用に関しては、市区町村条例に定められた手数料のみを代行収納し、獣医師は別途報酬を徴収しない。

（３）犬・猫の登録（登録料：オンライン300円、紙1,000円）

【参考】狂犬病予防法に基づく犬の定期予防注射に係る獣医師の対応（現在実施中）

（１）マイクロチップの装着・装着確認（技術料は獣医師が設定）

（３）は獣医師の行う診療行為であるマイクロチップの装着と一体をなすものであることから、装着の際
に動物診療施設等で獣医師が対応する。
費用に関しては、政令に定められた手数料のみを代行収納し、獣医師は別途報酬を徴収しない。

動物愛護管理法に基づくマイクロチップ情報登録における獣医師の役割



マイクロチップ装着証明書

○ 改正動愛法により、マイクロチップを装
着した獣医師は環境省令で定める事項を記
載した証明書の発行が義務付けられました。

○ 様式については、令和４年４月１５日付け
４日獣発第１３号により通知するとともに、
環境省が開設した準備サイトである、
「犬と猫のマイクロチップ情報登録
令和４年６月１日リリースに向けた準備
サイト」https://pre.mc.env.go.jp/

に掲載しています。

○ 法定登録の開始（6/1）までに、それぞれ
の動物診療施設にて準備をお願いします。

○ 装着証明書を発行したら、必ず登録まで行う
よう呼びかけをお願いします。

動物病院スタッフ全員で確認をお願いします。

https://pre.mc.env.go.jp/


個別ＷＥＢシステム（法定登録オンラインシステム）の画面① （例・現在調整中）



個別ＷＥＢシステム（法定登録オンラインシステム）の画面② （例・現在調整中）
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